
1、施設利用料（１日あたり）

下記の『その他』,『基本型』,『強化型』の算定のタイプは、別紙記載の国が定める要件を当施設がどれだけ満たしているかに

よって、変動し、利用料の違いが変更が生じます。

↕

↕

註：以下に示す金額で☆が表示されているものは、消費税課税対象項目で税10％が課税された金額です。

2.食費・居住費（※国が定める利用者負担限度額段階（１～3段階）に該当する利用者などの1日当たりの負担額）

第4段階食費内訳（朝食670円、昼食850円、おやつ150円、夕食780円、合計2,450円）

※食費・居住費について負担限度額認定（第1～3段階）を受けている場合は、介護保険負担限度額認定証に記載されている

負担限度額（上記表）が1日にお支払いいただく食費・居住費の上限額となりますので、認定証をご提示ください。　

3.加算利用料
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入所サービス利用料一覧表
介護老人保健施設　音羽えびすの郷

2025年　4月　1日現在

下記金額はそれぞれの算定単位等を金額に直したものであり、実際の清算時には端数処理により若
干の金額の違いが生じますのでご了承ください。

部屋区分 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

そ
の
他

多床室
1割負担 819円 1割負担 872円
2割負担 1,637円 2割負担 1,744円

1,631円

2割負担 1,882円 2割負担 1,995円 2割負担 2,104円
1割負担 941円 1割負担 998円 1割負担 1,052円

3割負担 2,992円 3割負担 3,156円

個　　室
1割負担 767円 1割負担 816円 1割負担
3割負担 2,456円 3割負担 2,616円 3割負担 2,822円

885円 1割負担 943円 1割負担 996円
2割負担 1,533円 2割負担 2割負担 1,770円 2割負担 1,886円 2割負担 1,991円
3割負担 2,299円 3割負担 2,446円 3割負担 2,655円 3割負担 2,829円 3割負担 2,986円

↕ ↕ ↕ ↕ ↕

基
本
型

多床室
1割負担 865円 1割負担 919円 1割負担 990円 1割負担 1,048円 1割負担 1,103円
2割負担 1,729円 2割負担 1,838円 2割負担 1,980円
3割負担 2,593円 3割負担 2,757円 3割負担 2,970円 3割負担 3,143円 3割負担

2割負担 2,095円 2割負担 2,206円
3,309円

1割負担 1,016円
2,032円
3,048円

1割負担 782円 1割負担 832円 1割負担 903円 1割負担 963円

3割負担
2割負担 1,563円 2割負担 1,664円 2割負担 1,805円 2割負担 1,925円 2割負担

2,495円 3割負担 2,708円 3割負担 2,888円
↕ ↕ ↕ ↕ ↕

2割負担 2,211円 2割負担 2,337円 2割負担 2,453円
1割負担 1,106円 1割負担 1,169円 1割負担 1,227円1,033円

2割負担 1,899円 2割負担

個　　室
3割負担 2,345円 3割負担

3割負担 3,506円 3割負担 3,679円

個　　室
1割負担 859円 1割負担 941円 1割負担
3割負担 2,848円 3割負担 3,097円 3割負担 3,316円

多床室
1割負担 950円 1割負担

1,134円
2割負担 1,718円 2割負担 1,882円 2割負担 2,023円 2割負担 2,148円 2割負担 2,268円

2,822円 3割負担 3,035円 3割負担 3,221円 3割負担

1,012円 1割負担 1,074円 1割負担

3,401円

第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②

強
化
型

2,065円

居住費（４人部屋） 負担なし 430円 430円 430円 850円

第4段階

食費標準負担額 300円 390円 650円 1,360円 2,450円

3割負担 2,577円 3割負担

131円

197円

居住費（個室） 550円 550円 1,370円 1,370円 2,000円

初期加算Ⅱ

33円

1日につき
入所日から30日以内の期間に算定する。ただし、初
期加算Ⅰを算定している場合は算定しない。

66円

99円

初期加算Ⅰ

66円

1日につき

急性病院から入所し、以下の基準を満たした場合、
算定されます。
①施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等の電子的システムを通
じ、地域の医療機関に情報を共有し、定期的に更新をしていること。②空床情報をウェ
ブサイトに公表した上で定期的に更新するとともに、急性期医療を担う複数医療機関の
入退院支援部門に対して、定期的に情報共有を行っていること

安全対策体制加算

22円
入所初日
１回限り

以下の要件を満たしている場合、算定されます。
（イ）事故発生防止のための指針の整備。（ロ）事故が発生した場合等の報告と、その
分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備。（ハ）事故発生防止のため
の委員会と従業者への研修の定期的な実施。（ニ）イからハの措置を適切に実施する
ための担当者設置
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に
安全対策を実施する体制が整備されている。

44円

66円
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短期集中リハ
実施加算Ⅰ

282円

1日につき

入所後3ヶ月以内に短期集中リハビリテーションを実施し、
原則として入所時及び１月に１回以上ＡＤＬ等の評価を行
うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出
し、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行った
場合に加算します。

563円

844円

認知症短期集中リハ
実施加算Ⅰ

262円

1日につき
（週に3日限度）

入所予定日前30日以内、または入所後7日以内に、退所後に生
活することが想定される居宅、または他の社会福祉施設等を訪
問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえ、リハビリテー
ション計画を作成し、入所後2ヶ月以内に軽度認知症の方に対し
て在宅復帰に向けた生活機能の回復を目的としてリハを実施し
た場合に加算されます。

524円

785円

短期集中リハ
実施加算Ⅱ

262円

1日につき
入所後3ヶ月以内に短期集中リハビリテーションを実
施した場合に加算します。

524円

785円

リハビリテーション
マネジメント計画書

情報加算Ⅰ

58円

1月につき

以下の要件を満たしている場合、算定されます。
○医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計
画を入所者またはその家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理する。
〇口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント加算を算定している
○入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リ
ハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有
効な実施のために必要な情報を活用する。
〇医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職
員、介護職員その他の職種の者が、リハビリテーション計画の内容等の情報その他リ
ハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状
態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有する

116円

174円

認知症短期集中リハ
実施加算Ⅱ

131円
1日につき

（週に3日限度）

入所後3ヶ月以内に軽度認知症の方に対して在宅
復帰に向けた生活機能の回復を目的としてリハを実
施した場合に加算されます。

262円

393円

リハビリテーション
マネジメント計画書

情報加算Ⅱ

36円

1月につき

以下の要件を満たしている場合、算定されます。
○医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計
画を入所者またはその家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理する。
○入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リ
ハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有
効な実施のために必要な情報を活用する。

72円

108円

自立支援促進加算

327円

1月につき

以下の要件を満たしている場合、算定されます。
（イ）医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うと
ともに、少なくとも６月に１回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等
の策定等に参加する。
（ロ）イの医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であるとされた人毎
に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の人が共同して、自立
支援の支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施する。
（ハ）イの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支援計画を見直
す。
（二）イの医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進
の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する。

654円

981円

科学的介護
推進体制加算（Ⅱ）

66円

1月につき

以下の要件を満たしている場合、算定されます。
・入所者・利用者ごとの、ＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所
者の心身の状況等の基本的な情報に加えて疾病の状況や服薬情報等の情報）を、厚
生労働省に提出する。
・必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報そ
の他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する。

131円

197円

夜勤体制加算
27円

1日につき
厚生労働大臣が定める夜勤職員配置基準を満たす
ため加算されます。

53円
79円

若年性認知症入所者
受入加算

131円
1日につき

若年性認知症の入所者に対して介護保健施設サー
ビスを行った場合に加算されます。

262円
393円

サービス提供体制
強化加算（Ⅱ）

20円
1日につき

厚生労働大臣が定める職員配置基準を満たすため
加算されます。

40円
59円

サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

24円
1日につき

厚生労働大臣が定める職員配置基準を満たすため
加算されます。

48円
72円

外泊時費用
395円

1日につき
居宅における外泊を認めた場合に所定単位数にか
えて1ヶ月に6日を限度に加算されます。

789円
1,184円

サービス提供体制
強化加算（Ⅲ）

7円
1日につき

厚生労働大臣が定める職員配置基準を満たすため
加算されます。

13円
20円
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療養食(治療食）加算
7円

1回につき
厚生労働大臣が定める特別食を提供した場合に加
算されます。

13円
20円

外泊時費用
（在宅サービスを利用する場

合）

872円
1日につき

居宅における外泊を認め施設が提供する在宅サー
ビスを利用された場合に所定単位数にかえて1ヶ月
に6日を限度に加算されます。

1,744円
2,616円

再入所時栄養連携加算

218円
再入所

1回につき

入所者が入院退所し、再入所される場合であって必
要な栄養管理が退所前の状態と大きく異なるため、
施設の管理栄養士が、病院又は診療所の管理栄養
士と連携して栄養計画を策定した場合、加算されま
す。

436円

654円

退所時栄養情報連携加算

77円

1月につき

厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所
者、または低栄養状態にあると医師が判断した入所
者が退所する際、管理栄養士が入所者の同意を得
て退所先へ栄養管理に関する情報を提供した場
合。退所先が居宅の場合は主治医の病院又は診療
所及びケアマネジャーへ退所先が医療機関又は介
護施設の場合は当該医療機関へ提供する。栄養管
理の基準を満たさない場合、または栄養マネジメン
ト強化加算を算定している場合は算定しない。

153円

229円

経口維持加算Ⅰ

436円

1月につき
著しい誤嚥が認められる方を対象に、多職種による
経口維持計画を作成し、経口からの摂取のため栄
養管理を行った場合に加算されます。

872円

1,308円

経口移行加算

31円
1日につき

（原則180日まで）

経管栄養の方を対象に、多職種により経口移行計
画を作成し、経口からの摂取に移行する栄養管理を
行った場合に加算されます。

61円

92円

口腔衛生
管理加算Ⅰ

99円

1ヶ月につき

以下の要件を満たしている場合、算定されます。
・入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔
衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的※に行
なう。
※「計画的に」とは、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職
員に対する口腔衛生の技術的助言　と指導を年２回以上実施する。

197円

295円

経口維持加算Ⅱ

109円

1月につき
誤嚥が認められる方を対象に、多職種による経口維
持計画を作成し、経口からの摂取のため栄養管理
を行った場合に加算されます。

218円

327円

緊急時治療管理加算

565円
1日につき

（1ヶ月に3日限度）

入所中に、緊急時の治療管理を行った場合に加算
されます。

1,130円

1,694円

口腔衛生
管理加算Ⅱ

120円

1ヶ月につき

以下の要件を満たしている場合、算定されます。
・入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔
衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的※に行
なう。
※「計画的に」とは、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職
員に対する口腔衛生の技術的助言　と指導を年２回以上実施する。
・加えて、口腔衛生等の管理に関する計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口
腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有
効な実施のために必要な情報を活用する。

240円

360円

所定疾患施設療養費（2）
（医師が感染症に関する
研修を受講している場合）

524円
1ヶ月に
1回限り

肺炎・尿路感染症・帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不
全の増悪について入所者に対し、投薬、検査、注
射、処置等を行った場合（肺炎の者又は尿路感染症
の者については検査を実施した場合に限る。）に１
月に１回、連続する7日を限度に算定されます。

1,047円

1,570円

特定治療 やむを得ない事情により施設で行う医療行為に、診療報酬に準じて加算されます。

所定疾患施設療養費（1）
（医師が感染症に関する
研修を未受講な場合）

261円
1ヶ月に
1回限り

肺炎・尿路感染症・帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不
全の増悪について入所者に対し、投薬、検査、注
射、処置等を行った場合（肺炎の者又は尿路感染症
の者については検査を実施した場合に限る。）に１
月に１回、連続する7日を限度に算定されます。

521円

782円

認知症行動・心理症状
緊急対応加算

218円 1日につき
(入所日から7日限

度）

認知症で緊急に入所が必要と判断された者に対し
て、介護サービスを行った場合に加算されます。

436円

654円
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排せつ支援加算（Ⅰ）

11円

1月につき

以下の要件を満たす場合、算定されます。
（イ）排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減
の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が施設入
所時等に評価するとともに、少なくとも６月に１回、評価を行い、
その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって
当該情報等を活用する。
（ロ）イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態
の軽減が見込まれる人について、医師、看護師、介護支援専門
員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基
づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施する。
（ハ）イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者等ごとに支
援計画を見直す。

22円

33円

排せつ支援加算（Ⅲ）

22円

1月につき

以下の要件を満たす場合、算定されます。
（イ）排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減
の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が施設入
所時等に評価するとともに、少なくとも６月に１回、評価を行い、
その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって
当該情報等を活用する。
（ロ）イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態
の軽減が見込まれる人について、医師、看護師、介護支援専門
員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基
づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施する。
（ハ）イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者等ごとに支
援計画を見直す。
（イ）～（ハ）の算定要件を満たしている施設等で、適切な対応を
行うことで、要介護状態の軽減が見込まれる人について、
・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方
が改善するとともに、いずれにも悪化がない　・かつ、おむつ使用
ありから使用なしに改善していること。

44円

66円

排せつ支援加算（Ⅱ）

17円

1月につき

以下の要件を満たす場合、算定されます。
（イ）排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減
の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が施設入
所時等に評価するとともに、少なくとも６月に１回、評価を行い、
その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって
当該情報等を活用する。
（ロ）イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態
の軽減が見込まれる人について、医師、看護師、介護支援専門
員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基
づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施する。
（ハ）イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者等ごとに支
援計画を見直す。
（イ）～（ハ）の算定要件を満たしている施設等で、適切な対応を
行うことで、要介護状態の軽減が見込まれる人について、
・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方
が改善するとともに、いずれにも悪化がない・またはおむつ使用
ありから使用なしに改善していること。

33円

49円

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

15円

1月につき
厚生労働大臣の定める基準に適合しているものとし
て、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合に加
算されます。

29円

43円

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

4円

1月につき
厚生労働大臣の定める基準に適合しているものとし
て、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合に加
算されます。

7円

10円

入退所前連携加算（Ⅱ）

436円

入所時に1回限り

以下の要件を満たす場合、算定されます。
（イ）入所予定日前３０日以内または入所後３０日以内に、入所者が退所後に利用を希
望する居宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等
の利用方針を定める。
（ロ）入所者の入所期間が1月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場
合、入所者の退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し、
入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報を
提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に
関する調整を行う。

872円

1308円

入退所前連携加算（Ⅰ）
654円

入所時に1回限り

以下の要件を満たす場合、算定されます。
（イ）入所予定日前３０日以内または入所後３０日以内に、入所者
が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、入所
者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定め
る。

1308円

1962円

入所前後訪問指導加算
（強化型の場合）

491円

入所中に1回限り

入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該
者が退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とし
た施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を
行った場合に加算されます。

981円

1,472円
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入所前後訪問指導加算
（強化型以外の場合）

524円

入所中に1回限り

入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該
者が退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とし
た施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を
行った場合に加算されます。

1047円

1,570円

退所時情報提供加算Ⅰ

545円

退所時1回限り

退所後に居宅、または他の社会福祉施設等へ退所
する場合、退所後の主治の医師に対して診療状況
を示す文書を添えて当該利用者を紹介した場合に
退所日に加算されます。

1,090円

1,635円

試行的退所時指導加算

436円
試行的退所時

月1回限り

入所期間が1ヶ月を超える方が試行的に退所され、
居宅で生活される時に本人及びそのご家族等が施
設職員に指導を受けた際に加算されます。

872円

1,308円

老人訪問看護指示加算

327円

退所時1回限り
退所後に訪問看護を受けられる方でそのための訪
問看護指示書を施設の医師が交付した場合に加算
されます。

654円

981円

退所時情報提供加算Ⅱ

273円

退所時1回限り
退所して医療機関に入院する場合、当該医療機関
に対して、診療状況を示す文書を添えて当該利用者
を紹介した場合に退所日に加算されます。

545円

818円

かかりつけ医連携
薬剤調整加算（Ⅰ）ロ

77円

1回を限度に

以下の要件を満たす場合、算定されます。
・医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受
講すること
・入所中に当該入所者の処方の内容に変更があった場合
は医師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情報共有を行
い、変更後の入所者の状態等について、多職種で確認を
行うこと
・入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更
の経緯、変更後の入所者の状態等について、退所時又は
退所後1月以内に当該入所者の主治の医師に情報提供
を行い、その内容を診療録に記載していること
・入所前に6種類以上の内服薬が処方されていた入所者
について、施設において、入所中に服用薬剤の総合的な
評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行うこと

153円

229円

かかりつけ医連携
薬剤調整加算（Ⅰ）イ

153円

1回を限度に

以下の要件を満たす場合、算定されます。
・医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講する
こと
・入所後1月以内に、状況に応じて入所者の処方の内容を変更す
る可能性があることについて主治の医師に説明し、合意している
こと
・入所前に当該入所者に6種類以上の内服薬が処方されており、
施設の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、入所中に当
該処方の内容を総合的に評価及び調整し、かつ、療養上必要な
指導を行うこと
・入所中に当該入所者の処方の内容に変更があった場合は医
師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情報共有を行い、変更後
の入所者の状態等について、多職種で確認を行うこと
・入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更の経
緯、変更後の入所者の状態等について、退所時又は退所後1月
以内に当該入所者の主治の医師に情報提供を行い、その内容
を診療録に記載していること

306円

458円

かかりつけ医連携
薬剤調整加算（Ⅲ）

109円

1回を限度に

・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）を算定してい
ること
・退所時において処方されている内服薬の種類が、
入所時に処方されていた内服薬の種類に比べて1種
類以上減少していること

218円

327円

かかりつけ医連携
薬剤調整加算（Ⅱ）

262円

1回を限度に

以下の要件を満たす場合、算定されます。
・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ又はロを算
定していること
・当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に
提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法
の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用
していること

524円

785円

在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（基本型）

56円

1日につき
厚生労働大臣が定める基準(在宅復帰・在宅療養支
援等指標が40以上）を満たす時に加算されます。

111円

167円
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在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（強化型）

56円

1日につき
厚生労働大臣が定める基準((在宅復帰・在宅療養
支援等指標が70以上）を満たす時に加算されます。

111円

167円

協力医療機関連携加算
（1）

令和6年度まで

109円

１月につき

協力医療機関が下記の①～③の要件を満たし、協力医
療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等
の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している
す場合、加算が算定されます。
①入所者等の病状が急変した場合等において、医師また
は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している。
②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合、診療を
行う体制を常時確保している。
③入所者等の病状が急変した場合等に、入院を要すると
認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制
を確保している。

218円

327円

協力医療機関連携加算
（1）

令和7年度から

55円

１月につき109円

認知症チームケア推進加
算Ⅰ

164円

１月につき

以下の要件を満たす場合、算定されます。
・事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活
に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上。
・認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する認知症介護の指導
に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知
症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名
以上配置し、かつ、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応する
チームを組んでいる。
・対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に
基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施。
認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開
催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、
ケアの振り返り、計画の見直し等を実施。

327円

491円

164円

協力医療機関連携加算
（2）

6円

１月につき
協力医療機関連携加算（1）の算定基準以外の場合
に算定されます。

11円

17円

生産性向上推進体制加
算Ⅰ

109円

１月につき

以下の要件を満たす場合、算定されます。
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を
検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドライ
ンに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
・見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用など)の取組等を行っていること。
・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる
提出)を行うこと。

218円

327円

認知症チームケア推進加
算Ⅱ

131円

１月につき

以下の要件を満たす場合、算定されます。
・事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活
に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上。
・対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に
基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施。
認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開
催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、
ケアの振り返り、計画の見直し等を実施。
・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了し
ている者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状
に対応するチームを組んでいる。

262円

393円

高齢者施設等感染対策
向上加算Ⅰ

11円

１月につき

以下の要件を満たす場合、算定されます。
・新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関との連携体制を構築
していること。
・一般的な感染症について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を
取り決めるとともに、当該協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。
・感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主
催する感染対策に関する研修に１年に 1 回以上参加し、助言や指導を受けること。

22円

33円

生産性向上推進体制加
算Ⅱ

11円

１月につき

以下の要件を満たす場合、算定されます。
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を
検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドライ
ンに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
・見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。
・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる
提出)を行うこと。

22円

33円

高齢者施設等感染対策
向上加算Ⅱ

6円

１月につき

以下の要件を満たす場合、算定されます。
・感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、少なくとも３年に１回以上、施設
内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。
・感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合
の感染制御等の実地指導を受けること。

11円

17円
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註：以下に示す金額で☆が表示されているものは、消費税課税対象項目で税10％が課税された金額です。

4.その他の日常生活費、及びサービスの利用料

文書料

新興感染症等施設療養
費

262円

１月に1回5日程度
新興感染症のパンデミック発生時等において、施設
内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提
供した場合算定する。

524円

785円

介護職員処遇
改善加算（Ⅰ）

上記の利用料
等から算定さ
れた自己負担
額の7.5％

2ヶ月につき
厚生労働大臣が定める基準に適合している職員の
賃金の改善等が実施されているため加算されます。

992円
死亡日の前日
及び前々日

1,984円
2,976円
2,071円

死亡日4,142円
6,213円

ターミナルケア加算

79円
死亡日以前31日
以上45日以下

厚生労働大臣が定める基準に適合している利用者
に対して加算されます。

157円
236円
175円

死亡日以前4日
以上30日以内

349円
524円

私物洗濯サービス 4,950円☆ 施設に出入の業者との直接契約となります。

多床室テレビ貸出 3,150円☆
1ヶ月単位の料金です。月途中での使用開始、使用
終了は日額105円となります。

費目 金額 内容の説明

健康管理費
医師会等の
統一料金

当施設内でインフルエンザ予防接種を受けられた場
合算定します。

要介護認定申請等行政申請代行料 3,300円☆
当施設利用中に、介護保険の更新申請、区分変更
手続きを当施設が代行した場合に算定します。

特別な室料(日額） 4,400円☆ 個室をご利用の際算定させて頂きます。

行事費 実費
小旅行、観劇等に参加された場合に算定されます。
（事前に同意をいただきます。）

レクリエーション費 実費
自由参加のリクリエーションで、利用者が行う教養娯
楽のために要する実費負担。

エンゼルケアに係る費用

5,000円☆に
その他として浴衣
代（実費）が加算

されます。

当施設でターミナルケアを受けられた場合と突然死亡され
た場合、ご遺体の清拭や整容などのケアをいたしますの
で算定させていただきます。ケアを希望されない場合は、
算定いたしませんので早めにお申し出ください。

電気代（日額） 22円☆

電気毛布、酸素濃縮器など個別に電気製品などを使用さ
れる時にご負担いただきます。※・電気シェーバー　　・携帯
電話（充電器）　　・パッド型パソコンは３日に１回の算定となり
ます。

理美容サービス（カットのみ） 2,750円☆
ご希望により施設内で出張による調髪を受けられた
方に実費として負担していただきます。

死亡診断書（1通目） 8,800円☆
死亡診断書（2通目以降） 4,400円☆

入所証明書 5,500円☆

文書名 料金
一般診断書 5,500円☆

健康診断書（他施設申込用等） 5,500円☆
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